
 

「指定居宅サービス」重要事項説明書 

通所介護 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

 

当施設はご契約者（以下「利用者」といいます）に対して通所サービスを提供します。

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説

明します。 

 

１．施設経営法人 

 ・事業者の名称  社会福祉法人 愛和会 

・法人所在地   〒５６１-０８７２  

大阪府豊中市寺内１丁目１－１０  

・代表者氏名    理 事 長  髙岡 秀幸 

・設立年月日  ２０００年１０月１日 

 ・電話番号      ０６－６８６６－２９４１ 

・ＦＡＸ番号    ０６－６８６６－２９５０ 

       

２．ご利用施設 

    ・施設の種類  指定通所介護事業所 

            指定 兵庫県 ２８７１１００５６２ 

特別養護老人ホーム宝塚あいわ苑に併設されています。 

・施設の名称  宝塚あいわ苑デイサービスセンター 

    ・施設の所在地 〒６６５-０８７４ 

宝塚市中筋２丁目１０番１８号 

    ・管理者名   河内 亮徳 

    ・電話番号   ０７９７－８０－４１６５ 

    ・ＦＡＸ番号    ０７９７－８０－４１１１ 

    ・指定年月日  ２０００年１０月１日 

・利用定員   ５０名 

・事業の実施地域  宝塚市・川西市・伊丹市 

 

３．施設の概要 

敷地および建物    

       建物の構造      鉄筋コンクリート造 地下 １階  地上 ４階 
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       延べ床面積      ４，８７９．９３    ㎡ 

４．施設の目的 

当施設は介護保険法に従い、要介護状態となった場合においても利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な日常生活上のお世話および心身の機能の維持並びに利用者の家

族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため必要な共用施設をご利用いただき、

通所介護サービスを提供します。 

 

５．施設の運営方針 

① 私たちは、利用者が主体的、自立的に生きていくことを援助します。 

② 私たちは、利用者一人一人が住み慣れた地域でより永く、より豊か 

に生活できるよう援助します。 

③ 私たちは、地域の皆様から信頼され愛されるよう開かれた施設づくり

に努めます。 

④ 私たちは、サービス利用者の方が必要とする情報の提供を行うよう努

めます。 

 

６．サービス提供可能な日と時間帯  

 

営 業 日 月曜日 ～ 土曜日 

営 業 時 間 ８：４５～１６：４５ 

          ただし、１２月３１日～１月３日までは休業とする。 

 

７．事務所窓口の営業及び営業時間 

 

営 業 日 月曜日 ～ 金曜日 

営 業 時 間 ８：３０～１７：００ 

        土・日・祝・年末年始を除く 
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８．主な職種の勤務体制  

                            2024.9.1現在 

職種 常勤換算 指定基準 

管理者 １名 １名 

生活相談員 １名 １名 

介護職員 13名 ８名 

看護職員 1名 1名 

機能訓練指導員 ２名 １名 

管理栄養士 1名 1名 

                ※上記以上の配置・増員の場合もあります。 

 

９．主な職種の勤務体制 

 

職種 勤 務 体 制 

介護職員        ８：１５ ～ １６：４５ 

看護職員        ８：３０ ～ １７：００ 

機能訓練指導員        ８：３０ ～ １７：００ 

生活相談員        ８：１５ ～ １６：４５ 

                  ※送迎時間により前後する場合もあります。 

    

１０．主な職種の業務内容 

   

生活相談員 
利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行いま

す。 

介護職員 
利用者の日常生活上の介護と健康管理、並びに健康保持の

ための相談・助言を行います。 

看護職員 
おもに利用者の健康管理、療養上の看護を行うとともに、

日常生活上の介護を行います。 

機能訓練指導員 
利用者の機能訓練を担当します。 

 

管理栄養士 
食事の栄養管理、利用者の栄養評価を行います。 

 

ケアアシスタント 
利用者の直接介護以外の周辺業務、介護職員・看護職員・

機能訓練指導員の補助を行います。 
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１１．当施設が提供するサービス 

当施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

       

〈サービスの概要〉 

① 送迎 

利用者の当日の心身の状況や生活環境等に合わせ、利用者・家族に確認した上

で安全な送迎を行います。 

② 入浴 

寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することが出来ます。 

③ 排泄 

  排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るに

必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を行います。 

⑤ 健康管理 

医師や看護職員及び介護職員が健康管理を行います。 

 

１２.サービス利用料金（1日あたり） 

   ○ 別表の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から 

介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）と食費の合計金額をお支払い 

下さい。 

 

○ 利用料金を変更する際は、ご利用者もしくはご家族にその旨を説明のうえ、 

同意をいただきます。また保険適用外部分について変更する場合は、1か月 

以上前に文書で連絡いたします。 

 

１３. 利用の中止、変更、追加 

○ 利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変

更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。 

 

      ○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、施設の稼働状況により利用

者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又

は日時を利用者に提示して協議します。 

 

１４.サービス利用中の医療の提供について 

   医療を必要とする場合には、利用者の希望により、下記協力医療機関において 

    診療や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な   
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    診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療   

    ・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

      協力医療機関 

医療機関の名称 宝塚市立病院 

所在地 宝塚市小浜４丁目５－１ 

 

１５．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

(１) 契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用するこ

とができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との

契約は終了します。 

①  利用者が死亡した場合 

②  要介護認定により利用者の心身の状況が自立、要支援１．２と判定され

た場合 

③ ご利用者が施設入所した場合(介護福祉施設等) 

④ 施設が解散した場合、破産した場合、又はやむを得ない事由により施設

を閉鎖した場合 

⑤ 施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可

能になった場合 

⑥ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑦ 利用者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参

照下さい。） 

⑧ 施設から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

(２) 利用者からの解約・契約解除の申し出 

      契約の有効期間中であっても、利用者から利用契約の全部又は一部を解約する  

ことができます。その場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届  

出書をご提出下さい。 

ただし、以下の場合には、即時に契約の全部又は一部を解約・解除することが  

できます。 
 

① 介護保険適用部分の利用料金の変更に同意できない場合 

② 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

③ 施設の運営規程の変更に同意できない場合 

④ 利用者が入院された場合（一部解約はできません） 

⑤ 利用者の「居宅サービス計画」が変更された場合（一部解約は出来ませ

ん） 

⑥ 施設もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを
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実施しない場合 

⑦ 施設もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑧ 施設もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財・     

信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい

重大な事情が認められる場合 

⑨ 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つ

ける具体的な恐れがある場合において、施設が適切な対応をとらない場

合 

(３) 施設からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除させていただくこと

があります。 

 

① 利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、 

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続し

がたい重大な事情を生じさせた場合。 

② 利用者による、サービス料金の支払いが３ヵ月以上延滞し、催告にもか 

 かわらず、1ヶ月以上これが支払われない場合。 

 ③ 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしく

は他の利用サービス等の財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

④ 利用者の行動が他の利用者もしくはサービス従事者の生命、身体、健康

に重大な影響を及ぼすおそれがあったり、あるいは、利用者が重大な自

傷行為（自殺にいたる恐れがあるような場合）を繰り返すなど、契約を

継続しがたい重大な事情が生じた場合。 

 

(４) 契約の一部が解約または解除された場合 

契約の一部が解約又は解除された場合には、当該サービスに関わる条項はその効力

を失います。 

 

(５) 契約の終了に伴う援助 

契約が終了する場合には、施設は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案

し、必要な援助を行うよう努めます。 

 

１６．サービス提供にあたって 

施設は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、利用者の生命、身体、 

 生活環境等の安全やプライバシーの保護などに配慮する義務を負います。当施設

では、利用者に対するサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 
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① 利用者の生命、身体、財産の安全に配慮します。 

② 利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連 

携の上、利用者から聴取、確認します。 

③ 非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、定期的に避難、救出そ 

 の他必要な訓練を行います。 

④ 利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するととも 

 に利用者の請求に応じて閲覧していただきます。       

⑤ 利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

   ただし、利用者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急や 

むを得ない場合には、記録に記載するなどして、適正な手続きにより身体 

等を拘束を最小限行なう場合があります。 

⑥ 利用者等の人権の擁護・虐待防止等のために、研修等を通じて従業者の人

権意識・知識・技術の向上に努めます。また、支援の体制を整えます。 

⑦ 利用者へのサービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関

への連絡を行う等必要な処置を講じます。 

⑧ 施設及び職員は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者または、

ご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません（守秘義

務）。 

⑨ 利用者に医療上の必要がある場合には、医療機関等に利用者の心身等の情

報を提供します。 

⑩ 利用者との契約終了に伴う援助を行う際には、利用者の同意を得ます。 

 

１７．サービスの利用に関する留意事項  

(１) 施設・設備の使用上の注意 

・共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

・故意に、又は僅かな注意を払うことにより避けられたにもかかわらず、

施設・設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者に自己負担にて

相当の代価を支払っていいただくことがあります。 

・施設職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、 

営利活動、勧誘等を行うことはできません。 

・ペットの持ち込みはできません。 

   

 (２) 喫 煙 

施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 
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１８．損害賠償について 

  当施設において、施設の責任により利用者に生じた損害については、施設は 

速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認めれる場合には、 

  利用者の置かれた心身の状況を勘案して相当と認められる場合には、施設の 

損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

１９．暴力団の排除について 

事業者は事業活動により暴力団の活動を助成し、又は暴力団の運営に資する 

事のないよう暴力団を排除し、利用者が安心してサービスの利用ができる 

環境を整備します。 

 

    

２０．介護職員等による喀痰吸引等の実施について 

   ○ 介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等が、一定の条件の下にたんの 

吸引等の行為を実施します。 

 

○ 喀痰吸引等行為を実施するにあたり、対象者ごとに医師の文書による指示を 

受け(６ヶ月に１回）、医師・看護師と連携しながら適切に業務を行います。 

 

○ 喀痰吸引等行為を必要とする方の個々の状況及び医師の指示を踏まえて、喀痰

吸引等行為の実施内容等を記載した計画書を対象者ごとに作成し(６ヶ月に１

回）、その計画書の内容についてご利用者またはそのご家族に説明し、同意を

得たうえで業務を行います。また、喀痰吸引等行為の業務の手順等について定

期的に見直しを行い、変更があればその都度対象者またはそのご家族に説明し、

同意を得ます。 

 

○ 安全確保のため、定期的に医師・看護師、介護職員、相談員等で構成する 

委員会を開催し、定期的に職員研修を実施します。 

 

２１．運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表 

    事業者は少なくとも年 1 回以上、提供する指定通所介護の質の評価を行ない、 

常にその改善を図ることとし、評価の結果を公表するものとする。 
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２２．苦情の受付について 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○苦情受付窓口（担当者） 

     苦情受付責任者  管理者    河内 亮徳     

     苦情受付担当者  生活相談員  細見 拓朗 

               

○受付時間 ８：３０ ～ １７：００ 

（土・日・祝・年末年始を除く） 

 

※尚、当施設では第三者委員会を設置しており、中立の立場で皆様 

のご相談に応じています。第三者委員会へのご相談、申し立てがござ

いましたら、上記窓口までお申し出下さい。 

 

 

 

(２) 行政機関その他苦情受付機関 
 

 

 

  

国民健康保険団体連合会 

 
 

 

 所 在 地       神戸市中央区三宮町１丁目９番 

                               １－１８０１号    

 電 話 番 号       （０７８）３３２－５６１７ 

  

 受 付 時 間        ９：００～１７：１５ 月曜～金曜 

  

宝塚市役所 介護保険課 

 所 在 地       宝塚市東洋町１番１号 

 電 話 番 号      （０７９７）７７－２１３６ 

 ＦＡＸ番号  (０７９７)７１－１３５５   

 受 付 時 間        ９：００～１７：００ 月曜～金曜  

 

 

指定居宅サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を 

    年     月     日に行いました。 

 

説明者氏名 
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 重 要 事 項 説 明 同 意 書 

（通所サービス） 

 

  年  月  日 

 

 私は、本書面に基づいて施設から重要事項の説明を受け、指定居宅サービスの提供開始

に同意しました。 

 

 契約者（利用者） 

 

         住所 

          

 

 

   氏名                   

 

 

 

 

 私は、利用者が施設から重要事項の説明を受け、指定居宅サービスの提供開始に同意し

たことを確認しましたので、私が、利用者に代わって署名を代行致します。 

 

 署名代行者 

 

         住所 

 

    

 

氏名                   

    

 

（利用者との関係      ） 
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宝塚あいわ苑デイサービスセンター　利用料金一覧表　　【要介護】

負担割合

要介護度

基本料 介護保険負担分 648 円 764 円 887 円 1,011 円 1,131 円

入浴加算Ⅰ 43 円 43 円 43 円 43 円 43 円

（入浴加算Ⅱ） 59 円 59 円 59 円 59 円 59 円

認知症加算 64 円 64 円 64 円 64 円 64 円

個別機能訓練加算Ⅰロ 82 円 82 円 82 円 82 円 82 円

サービス提供体制加算 24 円 24 円 24 円 24 円 24 円

日常生活品費 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円

食材費 860 円 860 円 860 円 860 円 860 円

利用料金（1日） 1,771 円 1,887 円 2,010 円 2,134 円 2,254 円

栄養アセスメント加算 54 円 54 円 54 円 54 円 54 円

個別機能訓練加算Ⅱ 22 円 22 円 22 円 22 円 22 円

科学的介護推進体制加算 43 円 43 円 43 円 43 円 43 円

生活機能向上連携加算Ⅱ 107 円 107 円 107 円 107 円 107 円

別途月1回 226 円 226 円 226 円 226 円 226 円

負担割合

要介護度

基本料 介護保険負担分 1,296 円 1,528 円 1,774 円 2,022 円 2,262 円

入浴加算Ⅰ 86 円 86 円 86 円 86 円 86 円

（入浴加算Ⅱ） 118 円 118 円 118 円 118 円 118 円

認知症加算 128 円 128 円 128 円 128 円 128 円

個別機能訓練加算Ⅰロ 164 円 164 円 164 円 164 円 164 円

サービス提供体制加算 48 円 48 円 48 円 48 円 48 円

日常生活品費 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円

食材費 860 円 860 円 860 円 860 円 860 円

利用料金（1日） 2,632 円 2,864 円 3,110 円 3,358 円 3,598 円

栄養アセスメント加算 108 円 108 円 108 円 108 円 108 円

個別機能訓練加算Ⅱ 44 円 44 円 44 円 44 円 44 円

科学的介護推進体制加算 86 円 86 円 86 円 86 円 86 円

生活機能向上連携加算Ⅱ 214 円 214 円 214 円 214 円 214 円

別途月1回 452 円 452 円 452 円 452 円 452 円

実　費

加　算
（1ヶ月毎）

実　費

加　算
（1ヶ月毎）

２　割

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１　割

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



負担割合

要介護度

基本料 介護保険負担分 1,944 円 2,292 円 2,661 円 3,033 円 3,393 円

入浴加算Ⅰ 129 円 129 円 129 円 129 円 129 円

（入浴加算Ⅱ） 177 円 177 円 177 円 177 円 177 円

認知症加算 192 円 192 円 192 円 192 円 192 円

個別機能訓練加算Ⅰロ 246 円 246 円 246 円 246 円 246 円

サービス提供体制加算 72 円 72 円 72 円 72 円 72 円

日常生活品費 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円

食材費 860 円 860 円 860 円 860 円 860 円

利用料金（1日） 3,493 円 3,841 円 4,210 円 4,582 円 4,942 円

栄養アセスメント加算 162 円 162 円 162 円 162 円 162 円

個別機能訓練加算Ⅱ 66 円 66 円 66 円 66 円 66 円

科学的介護推進体制加算 129 円 129 円 129 円 129 円 129 円

生活機能向上連携加算Ⅱ 321 円 321 円 321 円 321 円 321 円

別途月1回 678 円 678 円 678 円 678 円 678 円

合計額の9.2％

３　割

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

実　費

加　算
（1ヶ月毎）

加　算
（1ヶ月毎）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）


